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1  「目的」関係 
 

 A１－１  

○ 建設業界では、就業者の高齢化や担い手不足などが進んでおり、将来にわたり安定

的に社会インフラ等を支える役割を果たし続けるためは若手技術者の確保・育成が

重要な課題となっております。 

○ 改正労働基準法では、令和6年4月から建設業においても罰則付きの時間外労働規制が

適用されるなど建設業における働き方改革を推進していく必要があります。 

○ 本市発注工事においても建設現場の就労環境の改善に向け就労者の週休2日の確保に

向けた取組を推進します。 
２ 「発注方式」関係 
 

   A２－１  

○ 原則、発注者指定型としますが現場条件等によりこれにより難い場合は受注者希望

型とします。 

○ 工事現場で分離発注を行う場合は同一の発注方式を選択することとします。 

３ 「対象工事」関係 
 

 A３－１  

○ 原則、令和6年度のモデル工事は、設計金額（税込）が1億7,000万円未満の工事を対

象とします。 

○ モデル工事の対象工事となった場合は、公告文兼入札説明書にその旨を明示してい

ます。 

     A３－２  

○  対象外となる工事は次のとおりです。 
【対象外となる工事の例】 
(1) 設計時に4週8休を考慮していない工事 

・通年維持工事 
・施工期間が極端に短い工事等 
・製造業者、専門工事業者の見積り等による工事 

(2) 社会的要請等により早期の工事完成が望まれる工事 
・災害復旧工事、緊急随契工事等 

Q１－１  

モデル工事を実施する必要性とは。 

Q３－１ 

モデル工事の対象はどのように決めているのか。 

Q３－２ 

対象外工事とは、具体的にはどのような工事のことをいうのか。 

 

Q２－１ 

「発注者指定型」と「受注者希望型」の対象工事はどのような基準で決めているの

か。 



・現場特性により施工時間や施工期間に制約があると判断される工事 
(3) 作業可能期間が限られている等の工期に厳しい制限がある工事 

・学校の夏休み期間中の工事等 
(4) その他対応が困難と発注者が判断した工事 

・施設所有者、管理者及び利用者等からの要望により施工時時期や作業時間に制限
がある工事 

・通学時間帯の中断など地域社会からの要望により中断対応が想定される工事等  
・公共建築工事積算基準等（国土交通省大臣官房庁営繕部）によらない工事 
 

４ 「用語の定義」関係 

 A４－１  

○ 通期の週休2日は、現場着手日から現場完成日までの期間において4週8休以上の現場

閉所又は現場休息を行ったと認められる状態をいいます。 

○ 完全週休2日は、現場着手日から現場完成日までの期間において4週8休以上の現場閉

所又は現場休息、さらに土曜日と日曜日の作業を行わないと認められる状態をいい

ます。 

○ 土日、祝日を問わず現場閉所又は現場休息が出来た場合は、日数にカウントしても

問題はありません。 

○ 原則、分離発注の週休2日又は完全週休2日の達成の判断は工事現場ごととします

が、発注時期や工事内容によって発注工事単位とする場合がありますので別途監督

員と協議してください。 

○ 同一の工事現場での分離発注工事（A、B、C３社）で下記表の現場閉所（現場休息）

の場合の計算例や考え方は以下となります。 
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   【計算例】 

A社：現場閉所日（現場休息日）４÷１５日＝26.66％≦28.5％⇒4週7休以上4週8休未満 

B社：現場閉所日（現場休息日）５÷１５日＝35.33％≧28.5％⇒4週8休以上 

C社：現場閉所日（現場休息日）４÷１５日＝26.66％≦28.5％⇒4週7休以上4週8休未満 

   【考え方】 

    ※B社のみ週休２日となりA,C社は週休２日となりません。 

また、B社は４週８休以上かつ土日の完全週休２日の要件を満たしておりますが、A社

が４週８休未満でC社は４週８休未満かつ土曜日作業をおこなったためA、B、C社すべ

て完全週休２日となりません。 

      

Q４－１【通期の週休2日、完全週休2日】 

週休2日と完全週休2日のとの違いは。また、祝日に休工した場合、現場閉所日等に

含めてもよいか。 



 

 

 A４－２  

○ 現場閉所日等を土日に指定しているものではありません。対象期間内で平日及び土

日、祝日も含めて4週8休以上の現場閉所日等を求めるものです。 

【 4週8休以上：8日／28 日(28.5％以上) 】 

○ 通期の週休2日又は完全週休2日の達成状況により工事成績評定への反映が異なります。 
 

 

 A４－３  

○ 現場代理人及び監理技術者が作業を実施せず、すぐに帰宅等していれば現場閉所日

等とみなします。現場事務所等で事務作業などを実施している場合は、現場閉所日

等として扱いません。 

○ 作業とは、「現場事務所、本社及び別現場等での事務作業を含めて、1日を通して当

該工事に係る作業を行っていない状態」と定義としています。 

○ 作業を実施後に降雨で作業を終了しても、すでに作業を実施しているので、現場閉

所日等とはなりません。 
 

 A４－４  

○  現場閉所日等は、現場や事務所での作業を含めて、一日を通して当該工事にかかる作
業を行っていない状態とします。また、本社、別現場等で当該工事に係る事務作業
を行った場合も現場閉所日等として取り扱うことはできません。 

 

 A４－５  

○  施工場所が点在している場合の現場閉所日等は、発注工事単位で判断することとしま
す。 

Q４－２【現場閉所日等】 

 現場閉所日等（現場閉所日又は現場休息日）は、土日で確保しなければならないの

か。 

Q４－４【現場閉所日等】 

当日、天候不良で現場閉所したが、監理技術者等が現場事務所ではなく、本社で事

務作業を行った場合は、現場閉所日等として取り扱ってもよいか。 

Q４－３【現場閉所日等】 

現場に出勤後すぐに、降雨により作業を行わなかった場合は、現場閉所日等になる

のか。 

Q４－５【現場閉所日等】 

1 つの工事契約において、施工場所が点在している場合の現場閉所日等の考え方は。 



 

 A４－６  

○  対象期間内における現場閉所日等の割合（28.5％以上）で判断します。なお、国土
交通省と同様の取扱いとしています。 

計算例 ： 現場閉所日等 88 日÷対象期間 300 日 

＝0.2933・・・（小数第3位までとし少数第4位を四捨五入）≒29.3％ 

 A４－７  

○ 現場着手日は、原則、現場等に継続的に常駐を開始した日とし、現場での現場事務

所の設置や測量等、実際に現場で作業を開始した日が該当します。 

○ 現場着手日については、各発注工事単位で工程表を提出した際に別途監督員と協議

してください。 

○ 次の作業を行った場合は作業とみなす場合があります。 

・現場事務所設置前後で現場ではなく本社や別現場において当該工事に係る事務処 

 理等の作業を行った場合 

・現場事務所を設置しない工事で当該工事に係る事務処理等の作業を行った場合 

 
  

 A４－８  

○ 工事完成通知書に記載された完成年月日となります。 

○ 工事完成日については、各発注工事単位で工程表を提出した際に別途監督員と協議

してください。 

○ 施工終了後の後片付け、清掃等の作業の完了後に本社及び別現場において当該工事

に係る事務処理等の作業を行った場合も作業とみなす場合があります。 

 

Q４－７【現場着手日】 

現場着手日の定義は。 

Q４－８【工事完成日】 

工事完成日の確認方法は。 

Q４－９【対象期間】 

年末年始6日間（12 月 29 日から１月3日）と夏季休暇3日間（8月 13 日から同日 16 日

までのうち3日間）を対象外期間とするのは何故か。 

Q４－６【４週８休以上等】 

週休2日（＝4週8休以上）の計算の考え方は。 



 A４－９  

○ 年末年始6日間、夏季休暇3日間は、建設業では連休とすることが一般的であり、ま
た、受注者に休暇の取得を促すため、対象期間に含まないこととしています。 

     A４－10  

○ 受注者の責めに因らない事由により工事を実施できないと認められる場合は、原則 
として受発注者間の協議により、対象期間に含まないこととします。 

  

 
   

 A４－11  

○ 早期に工事が完了する場合でも、工事完成日までが週休2日の対象期間となります。 

 

 A４－12  

○ 設計図書の変更を行った場合は、発注者にて週休2日が確保できる工期となるよう
適切に工期設定を行い、工期延期の必要が認められる場合は、週休2日の対象期間
も延長されます。 

 

５ 「モデル工事の実施」関係 

 A５－１  

○ 元請である受注者を対象としています。 

○ 現場代理人は、例外的に常駐を要しないことができるとされている場合を除いて工事 

現場への常駐が義務付けられています。そのため、受注者（現場代理人）が当該工事

において現場閉所（現場休息）により休日を確保する場合は、必然的に現場施工を

行うことが出来ないことから、下請け業者は対象に含みません。 

 A５－２  

○ 発注時の工期算定については、4週8休により算出しているため、週休2日の確保を
事由とした工期延期は認めていません。 

Q４－11【対象期間】 

工期末より早期に工事が完了した場合、対象期間はいつまでとなるのか。 

Q４－12【対象期間】 

設計図書の変更に伴い、工期延長を行う場合の週休2日の考え方はどうなるのか。 

Q５－１【対象者範囲】 

週休2日に取り組む対象は、全ての下請業者も含むのか。 

Q４－10【対象期間】 

 天災（豪雨、出水、土石流、地震等）に対する突発的な対応期間や工事事故等に

より現場が止まった場合の不稼働期間は対象期間に含まれるのか。 

Q５－２【工期変更】 

週休２日を実施すると工期末までに工事が完了できなくなってしまう場合、これを理

由に工期延期は認められるのか。 



   

 A５－３  

○ やむを得ない事由があると判断できる場合は、通常通り工期変更として問題ありませ
ん。なお、天候の不良は、工期算定で見込んでいるため除きます。 
【やむを得ない事由の例】 
・関連工事が原因で調整等の協力が必要と認められるとき 
・工事用地等の確保ができない等 
・天災等により工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受

注者が工事を施工できないと認められるとき 
・第三者による事故や住民対応などで作業が必要と認められるとき 

 

 A５－４  

○ 補足事項（別添）のとおり経費補正を行います。その他特記事項がある場合は別途発

注 時に明示します。 

○ 発注者側積算で専門工事業者等から徴収する見積価格（工事現場での労務を含む価

格）を参考として設計単価を設定する場合には、公共建築工事標準仕様書の施工条

件（土日祝、年末年始休工）を前提とした価格を参考とするため、週休2日の補正を

行う対象にはなりません。 

 A５－５  

○ 『実施しない』から『実施する』への変更は認められません。 

○ 契約後７日以内に届出がないものや、『実施する』から『実施しない』へ変更したも

のは、経費補正の対象とはなりません。 

○ 「週休2日制確保モデル工事実施同意（不同意）届」の提出は契約後7日以内に、契

約検査課に1部提出してください。 
 

 A５－６  

○ 発注者指定型については、通期の週休2日の達成を前提として補正係数を各経費に乗じ
て予定価格を算出しているため、達成状況が通期の週休2日に満たない場合は通期の週
休2日の補正分を減額変更します。 

Q５－３【工期変更】 

週休２日確保以外のやむを得ない事由による工期変更は認めるのか。 

 

Q５－４【経費補正】 

経費補正の取り扱いはどうなるのか。 

Q５－５【同意（不同意）】 

 「週休2日制確保モデル工事実施同意（不同意）届」について、一旦受注者が「実

施しない」と提出した後に、「実施する」に変更したいと申し出た際の取扱いは。 

Q５－６【単価補正】 

発注者指定型についても、現場閉所の達成状況に応じて減額変更を行うのか。 



○ 原則、補正分を減額変更する場合の変更契約については、工事完成日から概ね3週間前
に行います 

 

 A５－７  

○ 受注者希望型については、別添のとおり現場閉所（現場休息）の状況により各経費の
補正を行い、増額変更を行います。 

○ 分離発注の場合の評価の考え方はQ4－1を参考にしてください。 

 A５－８  

○ 経費補正の契約変更を行う時点の現場閉所実績及び残工期の現場閉所計画に基づき、
必ず達成可能な現場閉所状況の区分（通期の週休2日又は未達成）について受発注者間
で十分に協議を行い、再度の契約変更とならないように変更区分を設定してください。 

○ 上記に関連して、発注者より現場閉所実績及びその他必要な資料を提出するよう指示
があった場合は、速やかに提出を行ってください。 

   A５－９  

○ 分離発注では、発注案件ごとに現場閉所等の達成状況に応じて経費補正をおこないま
す。 

 

 A５－１０  

○ 発注者指定型で通期の週休2日を達成できなかった場合でも、原則工事成績評定の減点
は行いません。ただし、明らかに週休２日に取り組む姿勢が見られなかった場合など受注
者側よる不誠実な行為により週休2日が未達成となった場合には、例外的に減点を行う場合
があります。 
なお、受注者希望型で達成できなかった場合の減点は行いません。 

 

Q５－７【単価補正】 

受注者希望型については、現場閉所の達成状況に応じて経費補正の増額変更を行う

のか。 

Q５－８【単価補正】 

 精算時の経費補正に関する契約変更手続きはどのように行うのか。 

Q５－１０【工事成績評定】 

発注者指定型で、通期の週休2日を達成できなかった場合にペナルティはあるのか。 

Q５－９【単価補正】 

 分離発注で、種目ごとに現場閉所の達成に相違があった場合の経費補正はどのように

なるのか。 

Q５－１１【工事成績評定】 

工事成績評定への反映は、発注者指定型及び受注者希望型どちらの場合でも反映さ

れるのか。 



 A５－１１  

○ どちらの場合でも、対象期間内の現場閉所日等数の割合が 28.5％（8日／28 日） 以上
である場合は、通期の週休２日又は完全週休２日の達成状況に応じて工事成績の加点対
象として評価を行います。 

○ 分離発注の場合の評価の考え方はQ4－1を参考にしてください。 
 

 

６ 「アンケートの提出」関係 

 A６－１  

○ アンケートの提出は、完成検査日の3日前までに、契約検査課にアンケートを提出し

てください。 

○ 監督員にアンケートの写しを提出してください。 

７ 「その他」関係 

 A７－１  

○ 毎月、監督員に提出される「現場閉所実績書」（別紙2）の書類確認により、現場閉所
（現場休息）を行った実績の確認を行います。 

８ 「附則」関係 

 A８－１  

○ 令和6年4月 1日以前の週休2日モデル工事については、経費補正の対象となりません。 

○ なお、適用する積算基準によっても経費補正の対象としない工事があるので、ご注意

ください。 
 

Q８－１ 

令和6年4月 1日以前（施行日より前）に発注されている週休2日モデル工事について

は経費補正の対象となるのか。 

Q７－１ 

週休2日実施の履行確認方法は。 

Q６－１ 

 アンケートの提出はどのように行うのか。 


